
ＭＯＸ燃料工場に関する説明会の実施結果について 
 
１．日  時  平成１７年２月１８日（金） １７：５５～２０：３０ 
２．場  所  弘前駅前市民ホール（弘前市） 

３．出 席 者  当 社 ：代表取締役社長   兒島 伊佐美 
代表取締役副社長  鈴木 光雄 

常務取締役     米田 守宏 

燃料製造部長    出口 守一 

品質保証室部長   吉村 一郎 

広報渉外室渉外部長 伊藤 誠 

再処理計画部長   鈴木 一弘 
電気事業連合会 
     原子燃料サイクル事業推進本部部長  田沼 進 

４．司 会 者  青森大学総合研究所所長 末永 洋一氏 

５．参 加 者  ９４名 

６．配布資料  ・「ＭＯＸ燃料工場に関する説明会」プログラム 

・ＭＯＸ燃料工場の概要について 

・ＭＯＸ（モックス）燃料工場（当社パンフレット） 

７．議事内容 

当社より、資料「ＭＯＸ燃料工場の概要について」に基づき説明を行った

（18:05～18:35）後、会場の参加者の方々と質疑応答を行った（18:55～20:25）。   

詳細は以下のとおり｡ 

 

（司会） 

若干早いですが、なるべく多くのご質問・ご意見にお答えしたいということ

ですので、再開させていただき、質疑応答に入らせていただきます。時間は、

説明会全体が２時間で、２０時終了予定ですが、会場の都合でどうしても２０

時３０分までには終わる必要がありますので、よろしくお願いします。 

また、皆様にご確認いただきたいのですが、本日の説明の、どの内容に関す

るご意見・ご質問なのかを用紙の上の１～６に、ご記入いただいたと思います

が、事務局の仕分けの都合上、他に入っている場合もあります。質問に対して

なるべく効率的にお答えするために、仕分けがお書きになった部分と若干違っ

ていることがあるかもしれませんが、その点はご容赦いただきたいと思います。 

それではさっそく質疑応答に入らせていただきます。まず、１番目の「ＭＯ

Ｘ燃料及びＭＯＸ燃料工場の概要」に関する質問ですが、弘前の田中様からい

ただいております。出口部長にお答えいただきたいと思いますが、「建設期間

は何年くらいですか。今後の予定、着工時期、そこまでのタイムテーブルとい

うか、スケジュールをお知らせください」というご質問です。よろしくお願い

します。 
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（当社） 

お答えします。ご質問の今後の予定と建設期間ですが、私どもは、青森県と

六ヶ所村当局に対して立地協力のお願いをしております。立地のご了解がいた

だけましたら、その後、国に対して安全審査の申請をします。安全審査の許可

をいただいた後、私どもはこの工場を建設するために、設計と工事のための認

可申請を国に行い、その認可が得られれば建設に着手することを考えておりま

す。 

現在私どもが検討している建設期間は約５年間です。５年後に建設が終わり

ますと、運転を開始したいと考えております。 

 

（司会） 

弘前の田中様と、もうお一方、お名前がありませんが、お二人からご質問を

いただいていますが、今の回答でよろしいですか。 

それでは次の質問に移らせていただきます。これも出口部長からお答えいた

だきたいのですが、「ＭＯＸ燃料工場の年間最大加工能力を１３０トンに設定

した理由は何ですか」というご質問です。これもお名前ございません。よろし

くお願いします。 

 

（当社） 

はい、お答えします。先ほどご説明をいたしましたが、私どもの再処理工場

で定格の年間８００トンの再処理を行うと、約５トンの核分裂性プルトニウム

が取り出されます。この５トンのプルトニウムをＭＯＸ燃料に加工すると、最

も多く作った場合に１３０トンになります。私どもは、再処理工場から取り出

したプルトニウムを、どのような場合を考えても、１年間で全量燃料に加工で

きる規模として、１３０トンを年間最大加工能力と設定しております。 

 

（司会） 

このご質問を寄せられた方、今の回答でよろしいですか。 

それでは次に移らせていただきます。これもお名前がございませんが、１番

目の項目ですので、出口部長にお答えいただきたいと思います。「プルサーマ

ル用以外のＭＯＸ燃料を作ることはないのですか」というご質問です。よろし

くお願いします。 

 

（当社） 

お答えします。私どものＭＯＸ燃料工場では、現在の原子力発電所、いわゆ

る軽水炉と呼ばれている原子力発電所用のＭＯＸ燃料を、専用に作る工場とし

て設計し、建設する計画です。 

 

（司会） 

このご質問を寄せられた方、今の回答でよろしいですか。 

それでは次に移らせていただきます。これも第１項に関わるので、出口部長

からお答えいただきます。これも質問者のお名前はございませんが、「ＭＯＸ

燃料で、混合用の二酸化ウラン粉末はどのように、どこから入手するのですか」
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というご質問です。 

 

（当社） 

お答えします。今日のご説明資料「ＭＯＸ燃料工場の概要について」の３ペ

ージのスライド番号６番に、原子燃料サイクルにおけるＭＯＸ燃料工場の位置

付けを示してございます。このＭＯＸ燃料工場に、原料として再処理工場から

プルトニウムを含んだＭＯＸ粉末と、もう一つは矢印で書いておりますが、二

酸化ウラン粉末があります。これは、ウラン濃縮工場でいわゆる劣化ウランと

いわれているものが出てきます。この劣化ウランを国内の再転換工場で二酸化

ウラン粉末にしていただき、私どもの工場に運び入れて使うことを考えており

ます。 

 

（司会） 

このご質問をお寄せになった方、よろしいですか。 

それでは次に移らせていただきます。つがる市の山本様からのご質問です。

これも出口部長にお答えいただきたいと思います。「ＭＯＸ燃料集合体の設計

は誰がやるのですか。原燃ですか、発注者の電力会社ですか」というご質問で

す。 

 

（当社） 

私どものＭＯＸ燃料工場は、ＭＯＸ燃料を製造して、その製品を電力会社の

発電所に出荷するのが事業の範囲と考えております。このＭＯＸ燃料の設計に

つきましては、現段階では、私どもは電力会社あるいは電力会社が発注いたし

ます燃料設計メーカが設計した仕様をいただいて、その仕様に合う燃料を私ど

もが製造し、納めることを考えております。 

 

（司会） 

つがる市の山本様、よろしいですか。 

それでは次に移らせていただきます。これも出口部長にお答えいただきたい

と思いますが、会社員とだけ記載があり、お名前がございません。「工場の機

器・設備の製作・据付までどのような手順で行い、操業までに試験調整・試運

転を各々どのくらいの期間、実施する予定か。再処理工場の試運転内容と比較

して教えてください」設計から建設までの期間を教えていただきたいというこ

とです。 

 

（当社） 

「工場の機械等が据え付けされた後、どのような手順で操業までにもってい

くのか」というご質問と理解しました。まず、機械を工場に据え付けた後は、

試験運転を実施します。試運転は、基本的には２段階で考えております。１段

階は、まず核燃料物質のウランやプルトニウムを使わないで、その機械がきち

んと、こちらが要求したとおりの動作をするか確認する試験を行います。核燃

料物質を使わない状態を、私どもはコールドと呼んでおりますが、核燃料物質

を使わない試験で、機械の性能を確認します。 
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その後、ウラン、プルトニウムを使い、機械が正常に作動するか、きちんと

したペレットができるか、燃料要素、燃料棒が製造できるかを確認する試験を

実施します。先ほど申しました建設期間５年の中に、この試験の期間も含んで

おります。 

 

（司会） 

会社員とだけ書かれておりますが、ご質問を寄せられた方よろしいですか。

それでは次に移らせていただきます。「ペレットの成形工程中、焼結工程で 

は水素を使うという説明でしたが、爆発の危険のない他の気体を使うことはで

きないのですか」というご質問、市内の方でお名前がございませんが、よろし

くお願いします。 

 

（当社） 

ペレットを焼き固める際に、水素ガスのもとで焼き固めるとご説明しました。

理由は、空気等のもとでペレットを焼き固めますと、いわゆるペレットが酸化

されます。酸化されると所定の品質のペレットが得られない状態になりますの

で、水素ガスのもとで焼き固めます。焼結する場合には、水素ガスによる爆発

防止が私どもの工場の安全設計上、一つ重要なポイントになります。 

 

（司会） 

今の回答でよろしいですか。 

それでは、次に移らせていただきます。これも出口部長にお答えいただきま

す。「ＭＯＸ燃料工場ではプルサーマル用の製品を製造するとのことだが、高

速増殖炉用の燃料を作ることはできないのか、あるいは将来、増設は可能か」

と尾上町の中尾様からご質問が寄せられております。よろしくお願いします。 

 

（当社） 

お答えします。先ほどもご質問がございましたが、私どもの工場は、軽水炉

用のＭＯＸ燃料を作る工場として設計し、建設し、運転することを考えていま

す。高速増殖炉用のＭＯＸ燃料は、先ほど申しましたプルトニウムが入ってい

る割合が、軽水炉よりもずっと高くなっております。例を申し上げますと、 

２０％～３０％くらいプルトニウムが入っているのが、高速増殖炉で使うＭＯ

Ｘ燃料です。 

私どもの工場で、高い割合のプルトニウムを含んだＭＯＸ燃料を製造するこ

とは、現在の安全設計上からは無理です。それから、高速増殖炉の燃料は、軽

水炉と比べて形が違います。束ねて燃料集合体にするための設備が、全く違い

ますので、私どもの工場では高速増殖炉用燃料は作れない状態となっておりま

す。 

 

（司会） 

ありがとうございました。尾上の中尾様、よろしいですか。 

それでは、次に移らせていただきます。これも出口部長からお答えいただき

たいと思いますが、弘前市の神様からのご質問で、「ペレット成形工程のペレ
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ット検査で発生する不良ペレットをどう処理するのか。」との不良ペレットの

取り扱い方に関するご質問です。 

 

（当社） 

ペレットが焼き固められて出てきた後、最後にきちんと仕様に合ったペレッ

トであるかどうかの検査を行います。ペレットはいわゆる焼き物であり、取扱

い中に欠けたりする可能性もあり、そうしたペレットは不合格になります。こ

の不合格になったペレットは、一ヶ所に集めて処理し、もう一度粉末にします。

粉末にしたものはリサイクルするということで、原料に戻して使います。ペレ

ットについて申し上げましたが、燃料棒が不合格になった場合も同様で、燃料

棒を解体して、中に入っているペレットを取り出し、そのペレットをやはり粉

末にして再利用することとしております。 

 

（司会） 

弘前市の神様、よろしいですか。 

それでは次に移らせていただきます。先ほどもお名前を読み上げましたが、

尾上町の中尾様からのご質問です。「新型転換炉「ふげん」と、軽水炉との違

いはどういうところにあるのか」というご質問でございます。これも出口部長

からお願いします。 

 

（当社） 

お答えします。新型転換炉は、茨城県東海村にございます核燃料サイクル開

発機構が、我が国独自の技術で開発をした、我が国独特の原子炉でございます。

この原子炉は、現在の軽水炉と呼ばれているものと一部違っておりまして、軽

水炉はいわゆる普通の水で中性子を減速する、核分裂をしやすくするわけでご

ざいますけれども、新型転換炉はその水の変わりに、重水を用いて、より核分

裂をしやすくした原子炉でございます。この新型転換炉は、ＭＯＸ燃料もウラ

ン燃料も両方使える原子炉ということで設計されておりまして、これまでに 

約２５年間の運転で、７７２体のＭＯＸ燃料を安全に使用した実績があります。 

 

（司会） 

ありがとうございました。尾上の中尾様、今の回答でよろしいでしょうか。

次に横溝様からのご質問でございます。これも出口部長にお答えいただきた 

いと思いますが、「ＭＯＸ粉末、それから二酸化ウラン粉末を取り扱うが、粉

末の移送はどうやるのか。さらに配管内移送する場合は、その安全対策につい

て説明していただきたい。」というご質問でございます。出口部長、よろしく

お願いします。 

  

（当社） 

ご質問は、「ＭＯＸ粉末あるいは二酸化ウラン粉末をどのように取り扱うの

か、移送する場合の安全対策はどうか」ということと理解しました。 

 私どもはＭＯＸ粉末あるいは二酸化ウラン粉末を、両方とも専用の容器に入

れて搬送いたします。海外の工場ではウラン粉末等を容器に入れずに、いわゆ
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る気送といいますか、そういうことをやっている工場も一部ございますけれど

も、私どもは全てグローブボックスの中で、遠隔自動で容器に入れて運びます。 

 

（司会） 

横溝様、今の回答でよろしいでしょうか。 

それでは次に移らせていただきます。これで１番目の項目は終わりになりま

すが、同じく横溝様からのご質問です。「プルトニウムとウラン量の管理につ

いての説明があったが、ウラン２３５の量の管理はどのような手段で確認、あ

るいは実行するのか」というご質問です。よろしくお願いいたします。 

 

（当社） 

お答えいたします。ウランにしても、プルトニウムにしても、どのくらいの

重量があるかをきちんと管理するのが、臨界管理上でも、あるいは国際原子力

機関が行う査察に対しても、ウランがいくら使われているのか、プルトニウム

がいくら使われているのか、あるいはそのウランとプルトニウムのそれぞれの

同位体がどれくらいの量なのかを分析し、きちんと管理するのがこの工場では

非常に大事なこととなっております。このウラン２３５、あるいはプルトニウ

ム２３９、２４０、２４１、２４２の量がいくらであるかは、工程から粉末を

採取いたしまして、それを分析して決めます。分析する機械は質量分析器でご

ざいますけれども、それできちんと分析をして管理を行います。 

 

（司会） 

横溝様、よろしいでしょうか。 

それでは次、今度は「安全対策」に関するご質問に移らせていただきます。

これも出口部長からお答えいただきたいと思いますが、まず五所川原の蝦名様

からです。「核燃料物質を地下で取り扱うとのことですが、これは再処理工場

でも同じでしょうか」というご質問です。よろしくお願いします。 

 

（当社） 

私どもがいま、計画しておりますＭＯＸ燃料工場におきましては、基本的に

プルトニウムやウランは地下階で取り扱い、１階から燃料を出荷することで考

えてございます。当社の再処理工場におきましても、基本的な核燃料物質の取

り扱いは地下階で行われています。 

 

（司会） 

五所川原の蝦名様、よろしいでしょうか。 

それでは次です。これも「安全対策」に分けさせていただきますが、尾上町

の中尾様からのご質問です。「グローブボックスからプルトニウム粉末が飛散

して高性能エアフィルタに蓄積されたら、高性能エアフィルタで臨界事故が起

きるのではないか。高性能エアフィルタのモニタリングは行うのか」というこ

とでございます。これも出口部長、お願いいたします。 
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（当社） 

お答えいたします。先ほどもご説明を申し上げましたけれども、この工場か

らの、いわゆる排気でございますけれども、ウランとプルトニウムを取り扱い

ますので、その粉末が混じっている可能性がございます。そのような粉末を高

性能エアフィルタで取り除いた後、排気します。この高性能エアフィルタでプ

ルトニウムやウランの粉末が除去されると、このフィルタは詰まってまいりま

すので、ある時期で交換いたします。その交換の時期、方法でございますけれ

ども、フィルタが詰まってまいりますと圧力差が出てまいりますので、いわゆ

るフィルタ前後の差圧を常に計っておりまして、ある一定以上の圧力差になる

とそのフィルタを交換します。ただし、このフィルタに引っ掛かっております

プルトニウムなどの粉末はごく微量でございますので、臨界になる心配は全く

ございません。例えば、粉末を扱う工程で臨界になる量というのは、５,３００

ｋｇぐらい集まらないと臨界にはなりません。このことから、そういう大量の

ものがフィルタに引っ掛かっていることは考えられませんので臨界になる心配

は全くございません。 

 

（司会） 

尾上町の中尾様、よろしいでしょうか。 

次、これも安全対策だと思いますので出口部長からお願いします。先ほども

お名前をお読みしましたけれども横溝様からです。質問は２つなのですが、関

連しておりますので１つで取り扱わさせていただきます。「臨界安全対策の質

量管理について、臨界質量よりもはるかに少ない量で取り扱うとあるが、具体

的な比率はどのくらいか。また、制限量以上取り扱えないようにする工夫は実

施するのか」とのご質問でございます。出口部長、よろしく。 

 

（当社） 

今も申し上げましたけれども、臨界になる量よりもはるかに少ない量で、取

り扱う量を制限し、一ヶ所に必要以上のプルトニウムなどが貯まらないように

管理すると申し上げました。一例といたしましては、粉末を取り扱う工程の一

つの例でございますけれども、臨界になる量は５,３００ｋｇくらい集まると 

臨界の状態になると計算されます。私どもはこれに対しまして、この工程では

取扱制限量を２４０ｋｇくらいに設定することで考えておりまして、臨界にな

る量よりも約２０倍以上の安全裕度をとってございます。この２４０ｋｇをど

のように管理するかということでございますけれども、私どもは自動運転する

と申し上げました。核物質を取り扱うにあたって、複数の計算機を設けまして、

この複数の計算機が同じ値とならない限り、核燃料物質、プルトニウムを移動

させないシステムとしたり、もう１つは量を計る計測器を２つ置いて、両方で

計りまして間違いがないことを確認する。そのようなことで２４０ｋｇを超え

ないように、これがきちんと守られるよう厳重に管理をすることで対応するこ

とにしてございます。 
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（司会） 

横溝様、よろしいでしょうか。 

次に移らせていただきます。「安全対策」についてはこれが最後になります。

「作業員がもしケガをした場合はどうするのか」という、弘前市の方からのご

質問です。これも出口部長、お願いします。 

 

（当社） 

ケガでございますので、いろんな状況が考えられると思います。工場の中で

例えば転んでケガをした場合もあるわけでございます。管理区域内でそのよう

なケガをした場合には、ウランやプルトニウムに汚染されていないかどうかを

きちんと確認をして、汚染がなければ一般の病院で手当を受けることになりま

す。それから、例えば先ほど申しましたグローブ作業では、グローブボックス

中の機械を保守・点検する場合に、作業員はグローブに手を入れて作業をいた

します。グローブはゴムで出来ておりますので、例えば、機械を保守・点検し

ている場合に、機械のどこかに引っかけて指に何かトゲのようなものが刺さっ

て血が出た場合も考えられなくもありません。そのような場合には除染室にお

いてケガをしたところを水で除染いたします。除染をした後、プルトニウム等

がないことが確認されれば、一般の病院で傷の手当をすることになります。も

し、仮にまだ除染しきっていないならば、汚染拡大防止措置をいたしまして、

専門病院に搬送して、手当を受けさせることになります。 

 

（司会） 

お名前ないんですが、よろしいでしょうか。 

それでは次、事故評価に関して何件かきておりますので、こちらに移らせて

いただきます。出口部長にお答えいただきたいと思います。最初に同じような

ご質問が３人の方から寄せられております。弘前市の神様、板原様、山谷様か

ら、「国内外での原子力発電所及びＭＯＸ加工施設での事故例、あるいはトラ

ブル事象について教えてほしい。また、それを六ヶ所村のＭＯＸ燃料工場では

反映させるのか。」というご質問です。これに関しましても、出口部長お願い

します。 

 

（当社） 

お答えいたします。ＭＯＸ燃料工場は世界で３０年以上の歴史がございます。

この中で、例えば先ほど申しました水素ガスによる爆発事故とか、臨界事故と

かの大きな事故は起きておりません。その他では一例を申し上げますと、先ほ

どの図で説明しましたベルギーの工場で、燃料棒を集合体に組み立てる時に、

誤って燃料棒を破損させまして、中に入っているペレットが出てきてしまった

事故が起きております。それから先ほどもご説明申し上げましたけれども、グ

ローブボックスのグローブ作業をしている時に、作業員が誤ってグローブを破

って、プルトニウムがグローブボックスから作業室に少し漏れたという事象は

世界のＭＯＸ燃料工場でございます。そのような事故例と申しますか、トラブ

ルがございますので、それらを、私どもが全てサーベイ（調査）いたしまして、
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私どもの工場の設計、あるいは今後の運転に反映させていくことにしてござい

ます。 

 

（司会） 

今の回答でよろしいでしょうか。弘前市の神様、板原様、山谷様。「事故、

それからそれに対するこれからの六ヶ所のＭＯＸ燃料工場で、それをいかに反

映させていくか」ということでよろしいでしょうか。 

それでは次に移らせていただきます。これも出口部長にお答えいただきたい

と思いますが、尾上町の中尾様からです。「臨界事故を想定して設計するのか。

臨界事故を想定しないのなら、最も大きな想定事故は何か」というご質問です。

これを出口部長、お願いします。 

 

（当社） 

お答えいたします。先ほど、臨界のことについてご説明をいたしました。私

どもの工場では、製造工程に水を使わない乾式工程を採用することに加え、臨

界になる量よりもはるかに少ない量で取扱い、厳重に管理する予定でございま

す。このようなことから、臨界については技術的に想定され得ないと評価して

ございます。 

どのような事故を考えているのかということでございますけれども、私ども

で可能性をいろいろ技術的に検討したところ、最大想定事故としましては、先

ほど申しましたペレットを焼き固める焼結炉で、水素ガスが爆発することを想

定してございます。私どもは、水素ガス爆発を防止するために、水素ガスを不

活性ガスのアルゴンガスで薄めまして、爆発を防止する対策をとっているわけ

でございますけれども、万が一、そういう対策をとっていても、爆発した場合

を想定いたしまして、プルトニウムが作業室に飛散したという事故想定をして

おります。この場合でも、先ほどスライドでもご説明いたしましたけれども、

最大でも環境に与える影響は０．０１ミリシーベルト未満と評価してございま

す。 

 

（司会） 

ありがとうございました。尾上町の中尾様、よろしいでしょうか。それでは

終わりにさせていただきます。 

これも事故評価ですので出口部長にお答えいただきます。山谷様からのご質

問です。「資料の１０ページ、ＯＨＰの１９において、一般公衆への影響は最

大でも０．０１ミリシーベルト未満になるとあるが、これはプルトニウム何グ

ラムが大気に放出するのですか」というご質問です。よろしくお願いします。 

 

（当社） 

今、ご説明しましたように、焼結炉で万が一、水素ガス爆発が発生しまして、

プルトニウムが作業室に飛散することを想定するとご説明申し上げました。こ

のプルトニウムが作業室に飛散いたしましても、この作業室からの排気につき

ましては、高性能エアフィルタを２段設置して除去しておりますので、外部に

放出されるプルトニウムは非常にわずかでございます。はっきりとしたデータ
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を持っておりませんけれども、１ミリグラム未満ぐらいだろうと思います。 

 

（司会） 

山谷様、今の回答でよろしいでしょうか。 

次に、これも事故の影響ということで今の出口部長の回答に、あるいは今の

山谷様の質問に非常に近いのですが、弘前市の高田様から、「０．０１ミリシ

ーベルト未満となり非常に小さいとあるが、要は周辺環境に影響を与える事故、

トラブルは発生しないと理解してよろしいでしょうか」というご質問です。出

口部長、お願いいたします。 

 

（当社） 

先ほども説明させていただきましたけれども、最大想定事故というものを想

定いたしまして、それによる周辺環境に与える影響は、線量で申し上げますと

０．０１ミリシーベルト未満と評価しております。これより大きな影響はあり

ません。 

 

（司会） 

弘前市の高田様、よろしいでしょうか。与えないということだと思います。

それではその次に移らせていただきます。今度は３番目の項目で「技術力の 

確保、品質保証」ですが、まず「技術力の確保」ということで２件あります。

一つは弘前市の田中様であります。これも出口部長にお答えいただきます。質

問は、「ＭＯＸ燃料工場で働く３００名は現在の社員数に純増となるのでしょ

うか。」というものです。出口部長、お願いします。 

 

（当社） 

このＭＯＸ燃料工場を運転するにあたりまして、約３００名の要員が必要だ

と申し上げました。現在の計画でございますけれども、このうち約半数程度は

当社採用の社員で賄うということで当面は考えてございます。現在、既に私ど

ものＭＯＸ燃料担当部署にも当社採用社員がおりますし、また、先行しており

ます再処理工場等からも、ＭＯＸ燃料工場が稼働する頃には、ベテラン技術者

をＭＯＸ燃料工場に配属することも考えておりますので、今後のプロパー社員

の採用は、これから検討してまいりますけれども、７０名～８０名くらいが新

規採用になるのではないかと思っております。この新規採用社員につきまして

は、地元出身者を含めて、優秀な人材を確保していきたいと考えてございます。 

 

（司会） 

ありがとうございました。なかなか雇用という問題は難しいので、技術の問

題もいると思いますので、そういうお答えでございますが、弘前市の田中様、

よろしいでしょうか。 

それでは次、「技術力の確保」の問題で２件同じようなご質問がありますの

で、これも出口部長にお答えいただきます。１件は弘前市の方です。もう１件

は黒石市の阿部様からです。「技術力は大変重要だと思う。ＪＮＣ（核燃料サ

イクル開発機構）での教育訓練が２年程度とあるが、何を身につけさせる計画
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なのか」というご質問です。また、「先進国での教育研修に比べて、その研修

期間が十分な期間なのか」というご質問でございます。さらに、「社内の認定

制度等についてはどうなっているのか」というのも阿部様のご質問でございま

す。それを一括してお願いいたします。 

 

（当社） 

お答えいたします。私ども社員の教育訓練につきましては、国内のウラン燃

料を製造加工しているメーカでの教育訓練と、それから東海村においてＪＮＣ

（核燃料サイクル開発機構）での実際にプルトニウムを使った教育訓練との 

２段階で考えてございます。ウラン燃料加工工場での訓練は３ヶ月程度を予定

しています。私どもはＭＯＸ燃料を作るわけでございますけれども、ここでは、

まず商業レベルでウラン燃料はどういうふうに作られて、どんな管理がされて

いるのかを基本的に学ばせることにしてございます。核燃料サイクル開発機構

での、実際にプルトニウムを使いました教育訓練は、約２年ほどを予定してご

ざいます。ここでは、実際に先ほど申しましたグローブ作業を経験させ、きち

んとした作業ができる技術を身につけさせることと、実際に燃料製造にタッチ

いたしまして、どのような燃料製造をやるのか、その管理、品質管理はどうな

っているのかということを含めて教育訓練をすることにしてございます。この

約２年半程度の訓練でプルトニウムを安全に取り扱うことと、ＭＯＸ燃料製造

の一連の工程がどうなっているのかを身につけさせることにしておりまして、

この訓練後、実際に私どもの建設なり、試運転なりに入ってさらにそこで 

ＯＪＴ（業務を通じて仕事を覚えること）ということで技術を身につけさせて、

運転に入っていこうと考えてございます。 

次に、認定制度でございますが、認定制度といいますのは、このような形で

教育した技術が維持されているかどうかを一定期間毎に評価し、もし技術が維

持されていないということがあれば、再教育をすることを含めた認定制度を作

って運用していきたいと考えてございます。 

 

（司会） 

黒石市の阿部様、よろしいでしょうか。もうお１人はお名前がないのですが。

それでは次に移らせていただきます。次は「品質保証」の問題ですので、こ 

れは吉村品質保証室部長にお答えいただきたいと思います。弘前市の仲野様か

らでございます。「品質保証は自社で行うだけでなくて、第三者機関により監

査するとの説明があったが、違った目線で見るのはとても良いことだと思う。

安心の材料にもなると思う。しかしながら、信用ある第三者機関が実施しない

と無駄になると思いますが、その第三者機関の監査内容については公開するの

でしょうか」ということでございます。吉村部長、お願いいたします。 

 

（当社） 

どのような第三者機関かというご質問でございますが、私どもが監査を受け

ております第三者機関は、ロイド・レジスター・ジャパンという会社でござい

ます。この会社は英国に本部を置いておりますロイド・レジスター社が日本法

人として設立したものでございまして、会社自体は平成１２年６月に設立され
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ております。我々に対しましては、技術審査・監査をしているわけでございま

すけれども、その他にも安全管理審査といいます、電気事業法に基づく審査を

行う経済産業省の登録機関の役割も担っております。監査結果でございますけ

れども、ロイド・レジスター・ジャパンが監査報告書を取りまとめまして、当

社に提出してくるわけでございますけれども、この報告書をインターネットの

ホームページで公開させていただいております。皆様に今日お配りした資料が

入っている封筒に、当社ホームページのアドレスが出ておりますので、是非ア

クセスして見ていただければ有り難いと思います。また、その内容にご質問等

ございましたら、是非私どもにお尋ねいただければ幸いでございます。 

 

（司会） 

ホームページ等で公開するということでございますね。弘前市の仲野様、よ

ろしいでしょうか。 

それでは次、４番目の項目の「サイクル政策関係及びプルサーマル関係」に

移らせていただきます。まず、サイクル政策関係に関しまして、これは鈴木副

社長にお答えいただきたいと思います。「海外から依頼があった場合、ＭＯＸ

燃料は輸出するのでしょうか」ということでございます。よろしくお願いしま

す。 

 

（当社） 

お答えいたします。私どもの再処理工場におきまして、再処理した結果得ら

れますウランとプルトニウムは、使用済燃料の所有者である各電力会社が所有

しているものでございます。したがいまして私ども、ＭＯＸ燃料工場を造った

際には、所有者である電力会社からの注文を受けて、加工する仕事をやらせて

いただくことになります。海外への輸出は電力会社がお考えになることでござ

いますが、いま現在、全くそういう話は伺っておりません。 

 

（司会） 

ありがとうございました。弘前市の工藤様からですが、よろしいでしょうか。

それでは次に移らせていただきます。これも鈴木副社長にお答えいただきた 

いと思いますが、弘前市の髙様からです。「ＭＯＸ燃料の利用によりエネルギ

ーの自給率が上がるとのことですが、具体的には何％から何％になるのでしょ

うか。石油に換算すると何立方メートルくらいになるのでしょうか」というご

質問です。「いずれにしろエネルギーセキュリティ上、欠くべからざる工場だ

と思いますので、安全に留意して建設していただきたいと思います」というご

意見も附帯してございます。鈴木副社長、よろしくお願いします。 

 

（当社） 

ご質問の件につきましては、昨年１１月の原子力委員会の新しい原子力長期

計画策定会議の中間報告に触れられております。プルサーマルにより１、２割

程度のウラン資源の節約効果があると評価されております。また、私どもの試

算によれば、この再処理工場で８００トンを再処理して得られる核分裂性プル

トニウム２３９などでございますが、約５トン弱得られると考えられておりま
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す。これを利用いたしましてプルサーマルを行いますと、そこから得られる電

気量はおおよそ青森県で使われる電気量の４、５年分を生産できると試算して

おります。これはご指摘の石油換算でどのくらいになるかといいますと、 

約８００万トンに相当します。ちなみに再処理工場等のサイクル施設の 

約３、４キロ西側に国家石油備蓄基地があり、そこでの原油の備蓄量は５００

万トンでございます。 

 

（司会） 

弘前市の髙様、よろしいでしょうか。 

それでは次に移らせていただきます。これも鈴木副社長にお答えいただけた

らと思いますが、弘前市の保坂様です。２つあるのですが、そのうちの１つを

ここで取り上げさせていただきます。「諸核施設でも現場、末端での被ばくは

ほとんど明らかにされる機会がないようです。内部告発に関してどのように考

えますか」ということでございます。鈴木副社長、よろしくお願いします。 

 

（当社） 

私どもの会社では、一昨年の平成１５年６月からダイレクトライン制度を運

用いたしております。この制度は、当社社員あるいは協力会社の社員から、法

令あるいは社内ルールに触れるのではないか、違反するのではないかと、そう

いうおそれのあるものなどがあった場合には、このダイレクトラインを通じて

お教えいただきたいということをやってございます。また、そういうお申し出

があった場合でございますが、役員以下で構成する運営チームがありまして、

事実調査をして必要に応じて是正措置を講じるなどいたしております。 

 

（司会） 

弘前市の保坂様、よろしいでしょうか。 

 

（質問者） 

よろしいですかとおっしゃられますが、結局そういった通常目に見えない部

分が私たちにとっては心配なのだということを、とにかくお伝えしたいと思っ

て書きました。 

 

（司会） 

ご意見として承っておきます。ありがとうございました。 

それではその次に移らせていただきます。今度はプルサーマル関係ですので、

電事連の田沼部長にお答えいただきたいと思います。最初は、これはお名前が

ございません。「使用済ＭＯＸ燃料は再度リサイクルされるのか、あるいはそ

の実績はあるのか」というご質問でございます。田沼部長、よろしくお願いし

ます。 
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（電気事業連合会） 

電事連の田沼でございます。お答えさせていただきます。基本的に使用済 

ＭＯＸ燃料につきましては、当面の間、各発電所の使用済燃料プールで適切に

貯蔵することとしております。なお、先ほどの話に出てきましたけれども、現

在進行中の原子力長期計画の策定会議は、使用済ＭＯＸ燃料の処理方策につい

ては、２０１０年頃から検討開始し、その処理に必要な施設の建設、操業が 

六ヶ所再処理工場の操業終了に、十分間にあう時期までに結論を得ることとの

中間取りまとめがなされております。なお、技術的には現在の六ヶ所再処理工

場でも、使用済ＭＯＸ燃料の再処理は可能だとは考えております。現に、東海

村にございます東海再処理工場では、２０トンほどの使用済ＭＯＸ燃料を再処

理した実績がございますし、フランスにおいても１１トン強の再処理の実績が

ございます。 

 

（司会） 

これはお名前がございませんが、今の田沼部長の回答でよろしいでしょうか。

それでは次に移らせていただきます。これも田沼部長よりお答え下さい。弘 

前市の鈴木様からのご質問です。プルサーマル計画に関する事業の見通しにつ

いて、こちらでまとめさせてもらいますが、要するに「プルサーマル計画で年

間１３０トンに見合った量を、本当に燃やすことができるのか」同じような質

問を弘前市の仲野様からもいただいております。一括して田沼部長からお答え

下さい。 

 

（電気事業連合会） 

はい、お答えさせていただきます。先ほど、鈴木副社長からも触れられまし

たけれども、六ヶ所再処理工場で８００トンの使用済燃料を再処理しますと、

年間約５トン弱の核分裂性プルトニウムが出てまいります。電気事業者として

２０１０年度までに１６～１８基のプラントで、プルサーマルを導入しようと

決意表明しておりますが、これは、再処理工場で得られるプルトニウムを十分

に使いうる量です。したがいまして、再処理工場から出てきますプルトニウム

については、日本の原子力発電所で使いうる状況でございます。 

それから、最近の状況についてご説明させていただきますと、１６～１８基

に向けて頑張っているところでございますが、電源開発、九州電力、四国電力

では住民の理解を得て、国に原子炉設置許可の申請を行うという行為にまで至

っておりますので、ご報告させていただきます。 

 

（司会） 

弘前市の鈴木様、仲野様、再質問はございますか。 

それでは次に移らせていただきます。これも田沼部長でありますが、弘前市

の保坂様からです。要約させていただきます。「原子力発電は世界的に見れば

後退しているのは明らかです。電力会社も採算性のために、実は手を引きたが

っていると聞いたことがあります。それでも推進していくのはなぜですか」と

いうご質問でございます。田沼部長、お願いします。 
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（電気事業連合会） 

国の計画でございますが、エネルギーに関する我が国の状況を考えますと、

いわゆるエネルギー安全保障の観点及び環境保全の観点から、サイクルを含め

た原子力発電の推進は、過去９回ほど改訂されている原子力長期計画の中でも

うたわれており、また、一昨年の１０月に閣議決定されたエネルギー基本計画

でも、国の重要なエネルギー政策として位置付けられております。さらに、現

在、検討されております原子力長期計画の新計画策定会議の中においても、昨

年の１１月１２日、サイクルに関する中間取りまとめということで、引き続き

サイクルを含めた原子力をやっていくことが原子力委員会からも表明されてお

ります。したがいまして、この国の方針に基づきまして、我々電気事業者も一

日も早いプルサーマル計画の実現に向けて、六ヶ所の再処理工場をはじめとす

る原子燃料サイクル事業の着実な推進に向けて、業界一丸となってやっていく

ことを決意表明させていただいております。 

 

（司会） 

保坂様、再質問はございますか。どうぞ。 

 

（質問者） 

質問ではないのですが、そういった話は今までも伺っているのですが、本当

にそのようになっていくのか、という不安を持っているということだけ言いた

いです。 

 

（司会） 

ありがとうございました。 

それでは次に移らせていただきます。これも田沼部長からお答えください。

弘前市の板原様です。「ＭＯＸは原子力発電所において安全に使用されている

のですか。海外の状況を紹介してください」ということで、海外でのＭＯＸ燃

料ですね。田沼部長、お願いします。 

 

（電気事業連合会） 

ＭＯＸ燃料を装荷しました原子力発電所の安全性について、若干ですがご説

明させていただきます。現在、原子力発電所では、いわゆるウラン燃料を使っ

ておりますが、そのウラン燃料を燃やしながらも、その中のウラン２３８とい

う燃えにくいウランが、プルトニウムに変わりつつエネルギーを出しており、

１年間に起こす電気のうちの３分の１が、プルトニウムの核分裂によって得ら

れるエネルギーから電気を作っております。一方で、原子力発電で我が国の電

気の３分の１を賄っておりますので、３分の１の３分の１ということで、現在

使っている電気の約１割が、プルトニウムの核分裂によって生成された電気だ

と考えていただければ、現時点でもプルトニウムを安全に燃やしており、安全

に使用していると言えると思います。さらに原子力安全委員会、これは国の原

子力の安全を評価するような委員会でございますが、原子力安全委員会の議論

におきましても、既存の軽水炉でも炉心に入れるＭＯＸ燃料の割合が３分の１
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程度以下であれば、現状のウラン燃料を使っている炉心と、その燃料の振る舞

いには大きな差はないということが確認されておりまして、原子炉の安全性は

確保できると我々も受け止めております。 

海外でのＭＯＸ燃料が使われている状況ですが、これまでＭＯＸ燃料に起因

するトラブルは聞いておりません。先ほども話があったと思いますが、使用実

績としては、主にヨーロッパですけれども、これまでに約４，５００体ほどの

ＭＯＸ燃料を使用していると聞いております。 

 

（司会） 

弘前市の板原様、よろしいでしょうか。 

次に移らせていただきます。今度は５番目の項目ですね。「広報、情報公開

関係」ということで、これは伊藤渉外部長からお答えいただきたいと思います。

弘前市の方です。「トラブルが発生した場合、どのような経路で情報を得るこ

とができるか」つまり、情報伝達の方法ですね。これについて教えてください

ということでございます。よろしくお願いします。 

 

（当社） 

ＭＯＸ燃料加工事業を進めていくためには、皆様のご理解と信頼が必要不可

欠ということで、そのためには積極的に情報公開を進めて、透明性の高い事業

を行っていくことが大事だと思っています。私どもとしては、再処理工場のウ

ラン試験開始以降、トラブルの軽重などに応じて、例えばホームページで日報、

月報という形で情報公開したり、あるいは重要な案件、あるいは社会的に関心

の高いものについては、プレス発表という形で公表に取り組んでいるところで

す。ＭＯＸ燃料工場のトラブル情報の公表については、今後いろいろ検討して

いかなければいけないわけですけれども、基本的には、現在の再処理工場と同

様な形で、積極的にいま起きていることを皆様にご説明していきたいと考えて

おります。 

 

（司会） 

はい、お名前がなかったのですが、ご質問を寄せられた方、今の回答でよろ

しいでしょうか。 

それでは次に移らせていただきます。次も、伊藤渉外部長にお答えいただく

ことになりますが、これは先ほども出口部長に少しお答えいただいていたので

すが、いわゆる雇用の関係です。お１人は弘前市の保坂様、もう１人は今様と

いう方です。「合計で３００名の雇用があるということだが、全て県内出身者

なのか」というご質問。これは今様ですが、それと若干違う観点ですが、「地

元の人が雇用されても常勤となる人は一部で、人数も少ないと聞きましたが、

地元雇用をどのように考えているのか」これは保坂様ですね。ご質問でござい

ます。伊藤部長、お願いします。 

 

（当社） 

はい。まず、当社の社員がどういう形になっているかをご説明したいと思い

ます。現在、当社の社員は約２，０００名おりますけれども、日本原燃のプロ
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パー社員は大体６０％です。電力会社ですとか、いろいろなメーカ、それから

サイクル機構等の出向社員が約４０％の比率になっています。今後、当社とし

ては青森県に根ざした企業ということで、プロパー社員の比率を高めていこう

ということを計画しております。現時点での県内出身者の割合は約５０％で、

２，０００名の内の約半数が青森県内の出身者という状況です。今後とも地元

出身、県内出身の方の採用に極力努めて、地元企業として根付いていきたいと

考えております。 

 

（司会） 

はい、今様、保坂様、そういうことですが再質問はございますか。はい、保

坂様、どうぞ。 

 

（質問者） 

デスクワークが中央からの社員の方で、現場・末端の仕事が主に地元という

ことがあってはいけないと。地元の方が働くとすれば、それはそれで心配して

いるということです。 

 

（司会） 

はい、分かりました。今のはご意見と言いますか、要望と聞いておいてよろ

しいですね。 

次に、これも伊藤部長にお答えいただきたいと思います。弘前市の小林様と

仲野様です。仲野様はご意見として「実績のある技術で、あまり心配はないこ

とがよく分かりました」という感想。そして、「その上に立って工場を誘致す

るので、地元の経済効果があってしかるべきだと思いますが、地元にとってど

のくらいの経済効果があるのでしょうか」それから、小林様は、「地域との共

存共栄とあるが具体的にはどのようにお考えですか」ということで、これも伊

藤部長に一括でお答えください。 

 

（当社） 

私どもは事業を進めていく上では、日頃から地元の皆様のご理解、信頼を得

ることと、共存共栄ということが大変重要であると考えております。こうした

基本的な考え方の下で、ＭＯＸ燃料工場の建設、操業にあたりましても、これ

までのサイクル施設と同様に、できるだけ地元の企業の皆様に参画していただ

いて、できる限り地域の活性化に貢献していきたいと考えております。 

 

（司会） 

はい、そういうことでありますが、弘前市の小林様、仲野様、よろしいでし

ょうか。 

それでは次に移らせていただきます。以上で「広報、情報公開」、ほかも少

し入りましたが、これは終わりです。次、６番目の項目の「その他」に移らせ

ていただきます。「その他」でも、特にＭＯＸ関係のその他でいくつかご質問

がきております。まず、弘前市の方で、これは米田常務にお答えいただけたら

と思いますが、「核燃料加工工場は国内に既にあるのか。なぜ、六ヶ所村に造
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るのか。」というご質問があります。米田常務、よろしくお願いいたします。 

 

（当社） 

国内の原子燃料の加工工場は、ウラン燃料を作る工場でございまして、ＭＯ

Ｘ燃料を作る工場はございません。したがいまして、私どもの再処理工場から

取り出されますＭＯＸにつきましては、いま、私どもが計画していますＭＯＸ

燃料工場で加工することで計画してございます。 

 

（司会） 

お名前はないのですが、このご質問を寄せられた方、ご理解いただいたとい

うことでよろしいでしょうか。 

はい、それでは次にいきます。これも米田常務からお答えいただきたいので

すが、尾上町の中尾様です。「再転換工場が原燃の施設になっていない。六ヶ

所村に建設すべきであると考えるが、そういう計画はあるのか。計画がないな

ら、回収ウランを希釈用ウランにできないのか」というご質問でございます。

米田常務、お願いします。 

 

（当社） 

再転換工場でございますが、これはすでに外部に十分な能力を有する施設が

ございます。したがいまして、輸送を含めても、外部に委託した方が経済的で

あるということで、六ヶ所に建設する計画はございません。また、回収ウラン

につきましては、私どもＭＯＸ原料粉末がウランとプルトニウムが１対１の 

ＭＯＸ粉末ということでございますので、回収ウランを一部、ＭＯＸとして使

用することになります。 

 

（司会） 

尾上町の中尾様、よろしいでしょうか。再質問はございますか。それでは終

わりにさせていただきます。 

次に、これも米田常務にお答えいただきたいと思います。弘前市の神様から

です。「再処理工場のトラブル事例集のような、ＭＯＸ燃料工場の事例集を作

る予定ですか」というご質問でございます。米田常務、よろしくお願いします。 

 

（当社） 

事例集は再処理で作っている事例集のことかと思いますが、ＭＯＸの事例集

につきましては、今後、事業の進展に伴いまして検討していきたいと考えてお

ります。以上です。 

 

（司会） 

弘前市の神様、そういうことだそうです。よろしいでしょうか。ちょうど今

８時になったのですが、あともう少し延ばさせていただいて、８時半までには

終わりにしなければいけないのですが、もう少しお時間をいただいてよろしい

でしょうか。会社の方はよろしいと思うのですが、皆様方、よろしいでしょう

か。では、反対はないと思いますので続けさせていただきます。 

 18



６番目の「その他」の中の再処理、ガラス固化体施設に関しましてご質問が

寄せられております。お１人目は、弘前市の西谷様からでございます。これは

鈴木計画部長から回答をいただきたいと思います。「再処理工場の設計ミスの

連絡が入ったのは、１２月２１日のウラン試験の前だという情報があります。

それは本当でしょうか。なぜ、青森県には報告が遅れるのでしょうか。液漏れ

などの事後報告はもちろん、情報公開するのが大切でしょう。しかるべきとこ

ろからのチェックや連絡は、もっと事前に青森県や県民に情報公開していただ

きたいと思います。それが信頼につながっていくと思うのですが」というご質

問です。これは鈴木部長、お願いします。 

 

（当社） 

回答させていただきます。ご質問の件は、ガラス固化体の崩壊熱除去の解析

に関するものでございますけれども、ご指摘のとおり情報公開は非常に大事で

ありまして、我々もそれに向けて最大限に努力した結果でございます。この件

に関して、保安院から指摘がありましたのは１２月２２日でございます。これ

は法的な手続きでございますけれども、現在、建設工事を行うために、設計及

び工事の方法の認可申請を当社から保安院に行っています。この審査の中で、

口頭で崩壊熱除去の解析の一部に当社が行った解析結果と、クロスチェックと

称していますが、保安院が評価した結果に差異があるという指摘が１２月２２

日にあったわけです。この時点では、我々が行った解析に誤りがあるのかどう

かは分かっていませんでした。この指摘を受けて、施設を設計しました元請会

社と直ちに連絡をとりまして、事実関係の調査を行いました。事実関係の調査

といいますのは、当時、この施設を設計した元請会社の設計者や当社の社員か

らの聴き取り調査、残っている記録の調査、その結果に基づいて計算がどのよ

うに行われていたか、その結果はどうかというような調査でございます。この

ような事実関係の調査を行っている中で、１月１４日に原子力安全・保安院か

ら指示文書を受けたので、直ちに青森県知事、六ヶ所村長にその旨を報告する

とともに、公表いたしました。その後も事実関係の調査を続け、具体的には、

どこか間違っているところがあるのかないのか、間違った計算結果はどうなる

のか、温度の解析であればどういう温度になるのか、という計算を鋭意行いま

した。その結果、確かに当社が行った解析に誤りがあること、その結果として

設計目標としている温度とならないことが分かりましたので、それらをまとめ

て１月２８日に報告するとともに、直ちに公表したものでございます。以上の

ような取り組みを行って、評価の結果がまとまりしだい、公表させていただい

たということでございますので、ご理解いただきたくよろしくお願いいたしま

す。 

 

（司会） 

今のご質問は西谷様のご質問ですが、西谷様、再質問はございますか。はい、

どうぞ。 
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（質問者） 

ありがとうございます。同じ工場内のことでもあり、同じ事業ですよね。解

析結果の計算の間違いと言いますけれど、ガラス固化体が固化しないという、

とても重大なミスだと認識しているのですけれど、ウラン試験が始まった次の

日に連絡を受けて、片一方では調査しながら、そしてウラン試験は進めていく。

それはやっぱり私たち県民からすれば、後からこうして知らされると、片方は

どんどん進めていって、もう片方では棚上げにしていると見えるのです。それ

だと安心とか、信頼とか、そこにはどうしてもつながらない。そしてまた、同

じやるのだったら調査していますということをはっきり言って、そしてまた、

調査している間はウラン試験を止めるくらいの見直し、点検するくらいの本気

さがなければ、ガラス固化体の計算ミスという、簡単な、単純なミスとは違う

ので是非、そのところの責任をはっきり、しっかりと心に留めておいてくださ

い。 

 

（司会） 

質問とご要望が混ざったようなことですが、鈴木部長、あるいは鈴木副社長

ですか。技術関係は鈴木部長、お願いします。 

 

（当社） 

貴重なご意見をありがとうございます。私の説明が少し不十分だったという

ことで申しわけございません。先ほど、１月１４日に保安院、国から指示文書

をもらったということで、我々は直ちに当時実施しておりましたウラン試験、

これが果たしてウラン試験に影響があるのかどうかを最優先でチェックしなけ

ればいけないということで、１月１４日に、当時実施中のウラン試験を一時的

に休みまして、この件がウラン試験を安全に行うことに影響するのかしないの

かを社を挙げて点検を行いました。その結果、今回指摘を受けたガラス固化体

の貯蔵施設といいますのは、海外で再処理を行って出来たガラス固化体を、日

本に持ち帰って貯蔵しておく施設だということ。指摘の対象となった施設につ

いても、現在行っていますウラン試験と直接関係がなく、施設的には、はっき

り分かれ、別なものであるということ。それから今回の解析の誤りが、ウラン

試験を安全に行う上で必要な、例えば火災、爆発とか、ウランを閉じ込めてお

く機能に関して調べますと、ウラン試験を安全に行うという意味からは、十分

確保できていることが確認でき、その結果を１月１７日に県知事に報告すると

ともに、直ちに公表をさせていただきました。そのようなご不安が当然あるだ

ろうということは十分理解できますので、そのような対応をさせていただきま

したので、この点をご理解いただければと思います。 

 

（司会） 

実は、西谷様から再質問された内容は他のペーパーでもきておりまして、「設

計ミスについて県議会、あるいは全員協議会や市町村長会議の中でも、国や事

業者の責任を問う声が新聞で報道されていました。設計の段階でチェックでき

なかったのでしょうか。また、次にこのようなことが無いようにするためには
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どのような体制を組んでいるのでしょうか。」というご質問です。これを鈴木

副社長からお答えいただいて、さらに西谷様、再質問があればと思います。よ

ろしく。 

 

（当社） 

冒頭、社長からもお詫び申し上げたわけでございますけれども、私からも重

ねて、ご心配をおかけしましたことにつきまして、お詫び申し上げる次第でご

ざいます。今回設計の一部に誤りが見つかりましたガラス固化体貯蔵設備、こ

れは当初、平成７年から８年でございますが、その頃は、現在、安全に操業し

ておりますガラス固化体貯蔵建屋の設備と同様の設計といたしておりました。

海外から返還されるガラス固化体の貯蔵設備は、すでに１棟の施設が平成７年

から操業いたしておりますが、この設計ミスを起こしましたものはその増設分

で、第２棟目のものでございます。これは、今申し上げましたように、第１棟

のものと同様の設計で考えていたわけでございます。しかしながら、その後、

施工性の向上を図るという目的で、実際にその設計工事認可を、いまでいう保

安院、当時の通商産業省に申請したのが平成８年でございます。平成８年にこ

の設計を変更することといたしました。この目的は申し上げましたように、施

工性の改善ということでございます。この過程におきまして、平成８年当時の

当社の品質保証システムが十分に機能していなかったというのが調べて分かっ

てきたことでございます。十分なチェックが行われなかったということで、結

果としてこの設計変更の過程で誤りを犯してしまったということでございます。 

一方、一昨年から、ご承知のとおり、プール水問題が発生いたしまして、こ

れも皆様には大変なご心配をおかけしたわけでございますが、これを踏まえて、

昨年には、当社の品質保証全体の大幅な改善を試みたわけでございます。現在

の当社の改善された品質保証システムの下では、いま、改めてチェックしまし

ても、こうした設計変更が生じた場合には、監査であるとか、あるいは設計審

査委員会という社内の委員会もございます。さらには同じように社内の組織と

しまして不適合を検討する会議体を設けておりまして、審査することとなって

おります。こういった設計変更に対しても適切に見つけだすことができると考

えているところでございます。そういうことで、過去の私どもの品質保証体制

が十分でなかったことは、大きな反省点としていま出ております。一方におい

て、昨年完成しました品質保証体制におきましては、このようなことを防止で

きると考えております。よろしくご理解いただきますようお願いいたします。 

 

（司会） 

今、鈴木副社長、鈴木部長からそれぞれ回答いただきましたが、西谷様、再

質問どうぞ。 

 

（質問者） 

ありがとうございます。本当に解析温度とか、設計ミスとか、言葉はとても

簡単に聞こえるのですけれども、ガラス固化体が固まらない、高レベルの放射

能がガラスで固まらない。温度が高くなって固まらないことは、地下にも埋め

ることができないし、また、輸送することもできない。そうなれば結局は最終
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処分地が青森県にならざるを得ない。だから心配するのです。そしてまた、本

当に過去の品質保証、品質体制とおっしゃいましたけれども、いまは違うって

それを本当に信じたいのですけれど、トップマネジメント体制でしょうか。そ

れでしたら本当にプールの水漏れと同じ経過をたどっているようで、水は安全

ですけれど、ウラン試験、放射能、とても危険だということを、設計とか机の

上の理屈や論理ではなくて、原発から出る１年分の量が毎日、六ヶ所の再処理

工場から出るというのを聞いたら、やっぱり不安でしょうがないというのが正

直なところなのです。六ヶ所の再処理工場が、きちんと安全で信頼できるもの

であることが証明されて、初めてＭＯＸ燃料工場の話に移れるかと思って。 

ＭＯＸ燃料に関わることでもありますので、本当に原燃さんには二度とこうい

うことがないようにお願いしたい。もし、あったら責任はどなたがとるのでし

ょうか。設計した設計メーカだという声も中には聞こえたので、どうなのだろ

うか。保安院は事業者の責任、鈴木副社長さんは過去の責任というようなこと

をおっしゃいましたけれども、トップはいくらでも替えられるのですけれど、

青森県に住む私たちは命をかけてこの土地で暮らすことを、本当に真摯に受け

止めていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（司会） 

ありがとうございました。ご意見だと思いますね。鈴木部長が言い忘れたこ

とがあるということで２分だけお願いします。 

 

（当社） 

ガラス固化体の崩壊熱の除去という言葉が非常に難しくて、多分、人によっ

て捉え方が違うんだなということが良く分かりますので少しだけ解説させてく

ださい。今回の問題は、ガラス固化体は、ステンレス製の容器中に、高レベル

の廃液をガラスで固めたものでございます。決して固まらないものではなくて、

すでに固まったものを海外、具体的にはフランスとかイギリスから持って帰っ

てきたものです。ガラス固化体は作った時に、ガラスと混ぜて固めて、ステン

レスの容器に入っているものですけれど、崩壊熱ということで中から熱が出ま

す。大体１本あたり、２．５キロワットくらいの熱が出ます。この施設は空気

で冷却するわけですけれども、冷却しておく目的は、作った時の状態を処分す

るまでの間、きちんと保つのが目的でございます。ガラスは固体ですけれど、

実際は中の原子がバラバラの状態で並んでいるもので、熱くなると結晶化とい

うことでバラバラの状態から、きちんと整理した状態になりますので、そうな

らないように、きちんとした温度に保っておきます。そのようなものですけれ

ど、設計が間違っていれば、それが直ちにとんでもない状態になるわけではな

くて、設計をしてから使う前に試験をし、試験をして合格した後に、ガラス固

化体を少しずつ入れる際に、常に温度を見ながら安全な状態を確認しながら入

れていくことで、直ちに安全上問題というわけではございません。そこら辺が

きちんと説明できていなかったことは、我々の反省材料としたいと思います。 
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（司会） 

先ほど、西谷様のご質問でトップマネジメントのお話しがありましたので、

その辺は最後に社長から明確にお答えいただくことで西谷様、よろしいでしょ

うか。 

 それでは以上で質問は終わりだと思うのですが、私はこういう質問をしたの

に読まれていないという方はございますか。それではないようですので、ご意

見をいただいておりますので、それを一括、私の方で読み上げさせていただき

ます。 

まず、弘前市の保坂様から、「十分に注意しても起こり得ないことが起こり

得るのが原子力施設だと思っております。数値は見方によって変化します。や

はり、極めて危険性の高い施設だと言えるのではないか」というご意見です。

「本日の資料、ＭＯＸ燃料工場の概要については、以前と違い文字が少なく、

図が多く分かりやすかった」これは西谷様からのご意見としていただいており

ます。改善されたということであります。 

それから３番目、これは４件ほどあり、大体、同様のご意見です。市内の方、

お名前はございません。それから弘前市の山田様、芦野様、工藤様、この４人

の方です。「原子力は資源の乏しい日本において、また、温暖化防止に必要不

可欠です。本日の説明会で再三、安全、透明性についての決意のほどを示して

いただいた。日本にとって重要なエネルギーを扱うという使命を肝に銘じ、本

日の決意を忘れることなく、必ず成功させるという信念を持って再処理を推進

していただきたい」というご意見。これが４人からです。 

それから最後になりますが、これは５件ほどありますが、浪岡町の黒沢様、

弘前市の芦野様、山谷様、大鰐町の二川原様、この４人です。大鰐町の二川原

様から２件ご意見が寄せられています。大体こういうことだと思いますが、「核

燃料サイクル政策は、将来のエネルギー問題を解決するためには重要な政策で

あり、ＭＯＸ燃料工場はサイクル政策の中で重要な施設であると考えます。今

後安全に設計し、安全・安心運転をできることを期待します」というご意見で

ございます。 

以上のようなご意見ではございましたが、あと１、２分ございますので、も

し、意見あるいはご質問したいという方、いらっしゃいますか。それでは手短

に一つよろしくお願いします。 

 

（参加者） 

私の方からは質問ではなく意見で、私の国でもＭＯＸ燃料を使ってもう１５

年の歴史になりました。ちょうど一昨年の時に２，０００体目の燃料を入れま

した。私の国で、なぜＭＯＸ燃料を使うのかといったら、使用済燃料の中のま

だ５０％が使えるということで、そのまますぐ処分するのは、もったいないと

いうことが一つの理由です。あとは高レベルの廃棄物というのかな、ＭＯＸ燃

料を使わないと何倍もの量になります。ですから、こういう会社が青森にでき

てよかったと思っています。原燃の皆さん、どうぞがんばってください。あり

がとうございました。 
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（司会） 

ご意見ありますか。無ければ以上で終わりまして、最後に今までの質疑応答、

それから様々なご意見をいただきましたので、それらを総括いたしまして社長

に挨拶をいただきます。社長、お願いいたします。 

 

（当社） 

本日は大変長時間ご参加賜りまして厚く御礼を申し上げます。なかなか分か

りにくい内容でございまして、繰り返しながら少しずつお伝えできていくのか

なと思います。先ほどから出ている崩壊熱という言葉も出てまいりますし、と

ても分かりにくい言葉でありますが、私も上手く説明できるかどうか分かりま

せん。ある物質が少しずつ変化をしていって、プルトニウムが最後は鉛になる

そうでありますが、そういうふうに変化をした時に熱が出るものでありまして、

それが崩壊熱であって、決してガラス固化体が崩れたり、おかしくなったりと

いうものではないということでありますが、いずれにしても本日賜っている中

で大変皆様からご心配いただいているのは、設計ミスのことであります。これ

は本当にご心配をさらにおかけしたわけでありまして、お詫び申し上げます。

２２日に数字が合わないのではないか、という連絡をもらって調査を始めて、

その過程において国から文書を貰って、まず私の立場としてやるのは、先ほど

からご指摘を頂戴しております、県民の皆様の安全を確保することが最も私の

大事な責任でありまして、これは事業者の責任でありますし、私の立場にとっ

て最も重い責任であります。これを第一の責任事項として、私は果たしていく

べきでありますし、また、果たしていくつもりであります。その観点から事業

経営というものを今後も進めてまいります。そういう中で、決して私どもはメ

ーカの責任だといって投げてしまうつもりは全くないわけです。しかし、メー

カにもきちんと設計をやって貰わなければならないわけです。私どもは前に 

1 度作った物のもう一つの設備であるから、きっと上手くなっているだろうと思

って信頼して、要するにそれでもなお、念を入れてどうだということをやらな

ければいけなかったものが、申請の書類で誤ったまま出ていってしまったとい

うことで、これは大きな反省であります。先ほど鈴木副社長が申し上げた昨年

６月のプールの時は、図面のとおりに出来ているかどうかという確認だったの

でありますが、併せて設計もきちんといっているかどうかを確認する仕組みを、

上手くいっているだろうなということで通すのではなくて、それでも確認をす

るという念を押す仕組みを我々は作ったのであります。これからはそれで押し

ていくつもりであります。そして、仕組みというものは作ってきちんと機能を

果たさなければ意味がないのでありますが、その果たしているかどうかを我々

だけでやったのでは、内部監査だけでは不十分でありまして、外部の人に 

チェックしていただくことが大事だということで、第三者監査をお願いして、

世界的に有名なロイド・レジスター・ジャパンの監査を受けて、それがきちん

と行っているかどうかを見ていただいているということで、我々の事業が品質

をきちんと確保するということ、すなわち安全につながるわけであります。そ

ういう形でもって、今後も続けて一生懸命がんばって、また、ご心配をかけな

いように努力をしてまいりたいと思います。これはお約束を申し上げます。 

 24



 25

もう一方では、今日もいくつかご意見を頂戴しました。原子燃料サイクルと

いうのは冒頭ありましたが、資源の少ない日本国にとって非常に大事なもので

あります。私どもが実施しております原子燃料サイクルには、幾つかの開発し

なければいけないものがあって、これがつながっていって技術が確立するわけ

です。それを定着させて次世代につなげていくことによって、エネルギーの争

奪戦による不幸な人類の戦いのないように期待します。地球の温暖化にも、こ

の原子力は寄与するわけですから、それを開発して後世に託していきたいと思

います。これが私どもの大いなる使命だろうと感じまして、日夜頑張っている

わけであります。しかし、安全が第一であります。繰り返しますが、安全第一

であります。私の最も大事な責任は安全を確保することでありまして、県民の

皆様の安全を確保するよう努力しながら、また、一方では私どもの使命を果た

すべく、頑張っていきたいとこんなふうに思う次第であります。 

本日は、大変長時間いろんなご意見を頂戴し、ありがとうございました。心

から感謝申し上げて、今日の最後の私からの挨拶といたしたいと思います。 

本当にありがとうございました。 

 

（司会） 

兒島社長、どうもありがとうございました。それではちょうど８時半で終了

することができました。なお、本日の開催の内容に関しましては、日本原燃の

ホームページに掲載することになっておりますので、よろしくご了解ください。

それでは本日は長い間ありがとうございました。どうもご苦労様でした。 

 

 

以 上 


